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 会 場 ユニゾンプラザ 特別会議室 

 講 師 上品忍先生 中小企業診断士 

 参加費 1,000円 

申込は 民商まで連絡を！ 62-7158 

自
治
体
キ
ャ
ラ
バ
ン 

阿
賀
野
市
長
へ 

要
請
・
懇
談
行
う 

 

１
１
月
１
６
日
に
市
長
へ 

左
記
の
要
請
と
懇
談
を
行
い 

ま
し
た
。
健
康
推
進
課
課
長
、 

税
務
課
課
長
、
建
設
課
課
長 

も
同
席
し
ま
し
た
。（
民
商
か 

ら
は
会
長
、
副
会
長
２
名
、 

事
務
局
、
倉
島
市
議
、
新
商 

連
が
参
加
） 

要
請
事
項 

① 

国
民
健
康
保
険
の
都
道
府
県
単
位
化
に
あ
た
っ
て
、

国
保
税
の
試
算
を
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
い
。
国
保

税
を
引
下
げ
、
短
期
保
険
証
や
資
格
証
明
書
の
発
行

を
中
止
し
、
減
免
申
請
を
積
極
的
に
認
め
て
く
だ
さ

い
。
都
道
府
県
単
位
化
で
国
保
税
が
引
き
あ
げ
に
な

ら
な
い
よ
う
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
を
継
続
し
て
く

だ
さ
い
。 

② 

来
年
も
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
支
援
事
業
を
継
続
し
、
助

成
額
を
以
前
の
水
準
に
引
き
上
げ
て
く
だ
さ
い
。
当

初
満
額
利
用
し
た
方
も
、
も
う
一
度
利
用
で
き
る
よ

う
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

③ 

生
存
権
を
脅
か
す
強
権
的
な
徴
収
は
や
め
て
く
だ
さ

い
。
換
価
の
猶
予
制
度
を
積
極
的
に
す
す
め
て
下
さ

い
。
県
徴
収
機
構
か
ら
撤
退
し
、
市
で
納
税
相
談
を

し
て
く
だ
さ
い
。 

④ 

地
域
経
済
と
地
域
住
民
の
生
活
を
破
壊
す
る
消
費
税

の
増
税
に
反
対
を
表
明
し
て
く
だ
さ
い
。
中
小
業
者

に
多
大
な
実
務
負
担
を
押
し
付
け
る
軽
減
税
率
や
、

適
格
請
求
書
（
イ
ン
ボ
イ
ス
）
制
度
の
実
施
に
反
対

を
表
明
し
て
く
だ
さ
い
。 

⑤ 

住
民
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
へ
の
通
知
に
労
働
者
本

人
の
承
諾
の
な
い
ま
ま
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
掲
載
す

る
こ
と
は
中
止
し
て
く
だ
さ
い
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を

侵
害
し
、
中
小
業
者
に
重
い
罰
則
で
管
理
実
務
と
責

任
を
押
し
付
け
る
憲
法
違
反
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

は
廃
止
す
る
よ
う
国
に
要
望
し
て
く
だ
さ
い
。 

⑥ 

家
族
従
業
者
の
正
当
な
働
き
分
を
認
め
ず
、
封
建
的

な
「
家
制
度
」
の
名
残
で
あ
る
所
得
税
法
第
５
６
条

の
廃
止
に
賛
同
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

要
請
事
項
①
の
回
答 


 

健
康
推
進
課
長
「
県
単
位

化
に
あ
た
っ
て
の
国
保
税

の
試
算
に
つ
い
て
は
、
県

に
納
付
す
る
納
付
金
、
標

準
保
険
料
率
あ
る
い
は
保

険
料
の
総
額
が
示
さ
れ
な

い
と
試
算
が
で
き
な
い
。

ま
た
国
保
税
の
引
下
げ
や

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
も

同
様
」
と
回
答
「
短
期
保

険
証
、
資
格
証
明
書
に
つ

い
て
は
納
付
相
談
で
継

続
」「
減
免
申
請
は
国
保
税

取
扱
規
則
ど
お
り
適
切
に

対
応
す
る
」
と
回
答 

要
請
事
項
②
の
回
答 


 

建
設
課
長
「
今
年
の
８
月

に
国
土
交
通
省
か
ら
新
潟

県
を
通
じ
て
県
内
全
市
町

村
に
た
い
し
て
平
成
３
０

年
以
降
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム

支
援
事
業
は
補
助
対
象
と

な
ら
な
い
と
」
通
知
が
あ

っ
た
と
回
答
。「
住
宅
リ
フ

ォ
ー
ム
の
財
源
確
保
が
厳

し
い
状
況
に
な
っ
て
い

る
」
と
述
べ
助
成
額
の
引

き
上
げ
は
厳
し
い
と
回
答 

要
請
事
項
③
④
⑤
⑥
の
回
答 


 

税
務
課
長
「
換
価
の
猶
予

申
請
は
提
出
さ
れ
れ
ば
審

査
す
る
が
、
税
務
課
で
生

活
実
態
に
応
じ
て
柔
軟
に

対
応
し
ほ
う
が
納
税
者
の

方
に
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ

る
」「
徴
収
機
構
は
こ
れ
ま

で
通
り
継
続
」
と
回
答 

 

４
・
５
・
６
に
つ
い
て
は
「
執

行
す
る
側
と
し
て
は
、
法
令
の

定
め
に
則
り
執
行
さ
せ
て
い
た

だ
く
」
と
回
答 

 

要
望
事
項
の
回
答
後
、
市
長
、

担
当
課
長
と
住
宅
リ
フ
ォ

ー
ム
支
援
事
業
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
、
徴
収
機
構
等
に
つ
い

て
懇
談
し
ま
し
た
。 

届
出
忘
れ
あ
り
ま
せ
ん
か 

 

関
東
信
越
国
税
局
文
書

商
会
セ
ン
タ
ー
か
ら
「
消

費
税
に
関
す
る
届
出
に
つ

い
て
の
お
尋
ね
」
が
届
い

た
と
相
談
が
あ
り
ま
し

た
。 

① 

平
成
２
８
年
度
の
課

税
売
上
が
１
０
０
０

万
円
（
免
税
業
者
）

を
超
え
た
場
合
「
消

費
税
課
税
業
者
届

出
」
を
１
２
月
３
１

日
ま
で
に
税
務
署
に

提
出
す
る
必
要
が
り

ま
す
。 

② 

平
成
２
８
年
の
課
税

売
上
（
課
税
事
業
者
）

が
１
０
０
０
万
円
未

満
の
業
者
は
「
消
費

税
の
納
税
義
務
者
で

な
く
な
っ
た
旨
の
届

出
」
を
１
２
月
３
１

日
ま
で
に
税
務
署
に

提
出
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。 


